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○
教
育
委
員
会
規
則

　

大
分
県
立
図
書
館
利
用
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
八
年
一
月
二
十
日

大　

分　

県　

教　

育　

委　

員　

会　

大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号

　
　
　
大
分
県
立
図
書
館
利
用
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

大
分
県
立
図
書
館
利
用
規
則
（
平
成
七
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

第
二
条
中
「
午
後
八
時
ま
で
」
を
「
午
後
七
時
ま
で
」
に
改
め
る
。　

　

第
三
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

一　

月
曜
日
（
そ
の
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
そ
の
日
後
に
お
い
て
、
そ
の
日
に
最
も
近
い
休
日
で

　
　

な
い
日
）

　

第
三
条
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　
交
番
等
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　
令
和
８
年
１
月
20日

大
分
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
　
久
　
　
　
家
　
　
　
里
　
　
　
三
　

大
分
県
公
安
委
員
会
規
則
第
１
号

　
　
　
交
番
等
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
交
番
等
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
平
成
６
年
大
分
県
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　
別
表
第
１
の
宇
佐
警
察
署
の
部
の
四
日
市
交
番
の
項
中
「
、
大
字
正
覚
寺
、
大
字
上
元
重
、
大
字
下
元

重
、
大
字
山
下
、
大
字
末
、
大
字
木
内
、
大
字
山
袋
、
大
字
今
成
、
大
字
中
、
大
字
黒
、
大
字
山
口
、
大
字

灘
、
大
字
麻
生
及
び
大
字
嶽
ノ
首
」
を
「
及
び
大
字
正
覚
寺
」
に
改
め
、
同
部
の
長
峰
警
察
官
駐
在
所
の
項

中
「
及
び
大
字
大
根
川
」
を
「
、
大
字
大
根
川
、
大
字
上
元
重
、
大
字
下
元
重
、
大
字
山
下
、
大
字
末
、
大

字
木
内
、
大
字
山
袋
、
大
字
今
成
、
大
字
中
、
大
字
黒
、
大
字
山
口
、
大
字
灘
、
大
字
麻
生
及
び
大
字
嶽
ノ

首
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

（
教
育
委
規
則
・
公
安
委
規
則
・
告
示
）

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
公
安
委
員
会
規
則

○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
三
十
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国

の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成

六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
、
次
の
医
療
機
関
を
指

定
し
た
。

　
　

令
和
八
年
一
月
二
十
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

医
療
機
関
の
名
称

開
設
者
の
氏
名

所　
　

在　
　

地

指
定
年
月
日
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二

か
め
が
わ
皮
膚
科

医
療
法
人
聡
明
会

別
府
市
亀
川
四
の
湯
町
五
番
一
七
号

令　

七
・
一
一
・　

一

川
嶌
整
形
外
科
病

院

社
会
医
療
法
人
玄

真
堂

中
津
市
大
字
宮
夫
一
七
番
地

令　

七
・
一
一
・
二
三

医
療
法
人
惺
光
会

冨
士
本
眼
科
中
津

院

医
療
法
人
惺
光
会

中
津
市
島
田
本
町
四
八
番

令　

七
・
一
一
・　

一

有
限
会
社
日
の
丸

薬
局

有
限
会
社
日
の
丸

薬
局

別
府
市
西
野
口
町
一
三
番
一
一
号

令　

七
・
一
一
・　

一

藤
本
調
剤
薬
局
本

町
店

有
限
会
社
藤
本
調

剤
薬
局

中
津
市
島
田
本
町
五
五

令　

七
・
一
一
・　

一

ほ
じ
ん
薬
局
佐
伯

店

株
式
会
社
輔
仁
薬

局

佐
伯
市
女
島
区
七
二
七
二
番
地
の
一

令　

七
・
一
一
・　

一

は
あ
と
ふ
る
薬
局

株
式
会
社
ピ
ー
ズ

カ
ン
パ
ニ
ー

豊
後
高
田
市
呉
崎
字
新
町
一
五
九
三

番
二

令　

七
・
一
一
・　

一

諫
山
整
形
外
科
医

院

医
療
法
人
哲
仁
会

別
府
市
南
荘
園
町
四
五
番
一
〇
号

令　

七
・
一
二
・　

一

江
浦
耳
鼻
咽
喉
科

ク
リ
ニ
ッ
ク

医
療
法
人
江
浦
耳

鼻
咽
喉
科
ク
リ
ニ

ッ
ク

日
田
市
天
神
町
七
九
︱
一

令　

七
・
一
二
・　

一

医
療
法
人
悠
然
会

大
河
原
病
院

医
療
法
人
悠
然
会

日
田
市
隈
二
丁
目
三
︱
一
一

令　

七
・
一
二
・　

一

と
う
ぼ
小
児
科
医

院

医
療
法
人
と
う
ぼ

小
児
科
医
院

臼
杵
市
大
字
臼
杵
二
の
一
〇
七
番
地

の
五
一
五

令　

七
・
一
二
・　

一

千
嶋
病
院

医
療
法
人
積
善
会

豊
後
高
田
市
呉
崎
七
三
八
番
地
一

令　

七
・
一
二
・　

一

鈴
木
病
院

医
療
法
人
久
寿
会

速
見
郡
日
出
町
三
九
〇
四
番
六

令　

七
・
一
二
・　

一

（
告
示
）

上
人
豊
田
歯
科

医
療
法
人
上
人
豊

田
歯
科

別
府
市
上
人
仲
町
七
〇
〇
番
地
一

令　

七
・
一
二
・　

一

医
療
法
人
喜
隆
会

石
部
フ
ァ
ミ
リ
ー

歯
科
医
院

医
療
法
人
喜
隆
会

宇
佐
市
大
字
江
須
賀
四
〇
五
五
︱
四

令　

七
・
一
二
・　

九

㈲
淡
窓
調
剤
薬
局

有
限
会
社
淡
窓
調

剤
薬
局

日
田
市
淡
窓
一
丁
目
二
番
五
二
の
一

号

令　

七
・
一
二
・　

一

市
浜
薬
局

株
式
会
社
加
納
調

剤
薬
局

臼
杵
市
大
字
市
浜
八
六
七
番
地

令　

七
・
一
二
・　

一

か
え
で
薬
局

有
限
会
社
直
方
メ

デ
ィ
カ
ル
サ
ー
ビ

ス

津
久
見
市
宮
本
町
一
一
三
二
番
一

令　

七
・
一
二
・　

一

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
三
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
一
月
二
十
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
八
年
一
月
二
十
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区　
　
　

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

延　
　

長

国
道
三
八
八

号

佐
伯
市
蒲
江
大
字
楠
本
浦
字
古
浦
一
二
番

八
か
ら

佐
伯
市
蒲
江
大
字
楠
本
浦
字
古
浦
二
四
番

二
ま
で

前

メ
ー
ト
ル

三
七
・
二　
　

～　

九
・
五

メ
ー
ト
ル

三
四
〇
・
〇

後

三
八
・
四
五　

～
一
〇
・
八

三
四
〇
・
〇



令
和
八
年
一
月
二
十
日

大
分
県
報

三

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
三
十
二
号

　

水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
洪
水
浸
水
想
定
区
域

を
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
区
域
等
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
八
年
一
月
二
十
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

水
系
名

河
川
名

指
定
の
区
域
及
び
浸
水
し
た

場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深

備　
　

考

一
級
河
川
大
分
川

裏
川

七
歩
川

米
良
川

寒
田
川

一
ノ
瀬
川

敷
戸
川

鴛
野
川

七
瀬
川

田
尻
川

園
田
川

赤
川

尼
ヶ
瀬
川

横
瀬
川

餅
田
川

別
図
の
と
お
り

「
別
図
」
は
、
省
略
し
、
大
分
県

土
木
建
築
部
河
川
課
及
び
大
分
土

木
事
務
所
に
お
い
て
供
覧
に
供
す

る
。

一
級
河
川
大
野
川

大
谷
川

北
鼻
川

清
水
川

挟
間
川

原
川

今
堤
川

宮
谷
川

大
内
川

戸
次
古
川

佐
柳
川

判
田
川

立
小
野
川

高
江
川

別
図
の
と
お
り

（
告
示
）

長
谷
川

内
浦
川

玉
泉
寺
川

中
竹
中
川

河
原
内
川

黒
仁
田
川

小
筒
井
川

吉
野
川

花
鶴
川

稲
積
川

二
級
河
川
祓
川

祓
川

別
図
の
と
お
り

二
級
河
川
住
吉
川

住
吉
川

別
図
の
と
お
り

二
級
河
川
日
美
天
川

日
美
天
川

大
在
川

別
図
の
と
お
り

二
級
河
川
江
川

江
川

別
図
の
と
お
り

二
級
河
川
旧
日
美
天

川

旧
日
美
天
川

別
図
の
と
お
り

二
級
河
川
丹
生
川

丹
生
川

別
図
の
と
お
り

二
級
河
川
金
道
川

金
道
川

別
図
の
と
お
り

二
級
河
川
丹
生
川

炭
屋
川

屋
山
川

久
土
川

佐
野
川

下
久
所
川

別
図
の
と
お
り

二
級
河
川
本
田
川

本
田
川

別
図
の
と
お
り

二
級
河
川
小
猫
川

小
猫
川

赤
井
川

轟
川

別
図
の
と
お
り

二
級
河
川
湊
川

湊
川

別
図
の
と
お
り

二
級
河
川
志
生
木
川

志
生
木
川

別
図
の
と
お
り
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四

（
告
示
）

一
級
河
川
番
匠
川

番
匠
川

堅
田
川

木
立
川

小
島
川

岡
山
川

築
良
田
川

大
野
川

中
野
河
内
川

西
の
平
川

小
中
尾
川

旧
堅
田
川

津
志
河
内
川

大
越
川

泥
谷
口
川

波
越
川

石
打
川

山
口
川

尻
高
川

芦
川

荒
内
川

日
出
光
川

長
谷
河
内
川

播
磨
川

池
田
川

中
江
川

百
々
谷
川

中
川

路
久
志
川

稲
垣
川

門
前
川

提
内
川

炭
崎
川

門
田
川

田
代
川

井
崎
川

床
木
川

元
田
川

上
小
倉
川

谷
口
川

別
図
の
と
お
り

「
別
図
」
は
、
省
略
し
、
大
分
県

土
木
建
築
部
河
川
課
及
び
佐
伯
土

木
事
務
所
に
お
い
て
供
覧
に
供
す

る

白
谷
川

笠
掛
川

久
留
須
川

赤
木
川

道
ノ
内
川

横
川

細
川
内
川

宇
津
々
川

小
川
川

小
半
川

小
又
川

鹿
淵
川

上
津
川

一
級
河
川
五
ヶ
瀬
川

北
川

鐙
川

切
込
川

桑
原
川

中
岳
川

長
淵
川

除
川

西
山
川

傾
川

市
園
川

敷
倉
川

田
野
川

重
岡
川

塩
見
川

伏
野
川

酒
利
川

田
原
川

河
尻
川

黒
原
川

中
山
川

釘
戸
川

中
ノ
内
川

横
瀬
川

別
図
の
と
お
り

二
級
河
川
暁
嵐
川

暁
嵐
川

別
図
の
と
お
り



令
和
八
年
一
月
二
十
日

大
分
県
報

五

（
告
示
）

二
級
河
川
狩
生
川

狩
生
川

別
図
の
と
お
り

二
級
河
川
戸
穴
川

戸
穴
川

別
図
の
と
お
り

二
級
河
川
吹
浦
川

吹
浦
川

別
図
の
と
お
り

二
級
河
川
色
利
川

色
利
川

別
図
の
と
お
り

二
級
河
川
畑
の
浦
川

畑
の
浦
川

西
河
内
川

別
図
の
と
お
り

二
級
河
川
楠
本
川

楠
本
川

別
図
の
と
お
り

二
級
河
川
正
金
川

正
金
川

別
図
の
と
お
り

二
級
河
川
河
内
川

河
内
川

鷲
谷
川

別
図
の
と
お
り

二
級
河
川
猪
串
川

猪
串
川

別
図
の
と
お
り

二
級
河
川
森
崎
川

森
崎
川

野
々
河
内
川

津
江
川

別
図
の
と
お
り

二
級
河
川
芹
川

芹
川

別
図
の
と
お
り

二
級
河
川
江
川

江
川

別
図
の
と
お
り

二
級
河
川
大
内
川

大
内
川

別
図
の
と
お
り

二
級
河
川
波
当
津
川

波
当
津
川

別
図
の
と
お
り


